
地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、静岡県知事から包括外部監査結果に

基づく措置について通知があったので、次のとおり公表する。

令和５年10月20日

静岡県監査委員 森 裕

静岡県監査委員 渡 邊 芳 文

静岡県監査委員 竹 内 良 訓

静岡県監査委員 四 本 康 久

１ 包括外部監査の特定事件

令和４年度

「産業振興に関する施策の財務事務の執行について」

２ 措置の内容

別冊のとおり



（様式）

令和４年度包括外部監査結果に基づく措置

注）表中「監査結果」欄の見出し記号は、令和３年度包括外部監査結果報告書の記号を表記

監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

Ａ 総論

意見

①成果指標と活動指標について

新ビジョンや経済産業ビジョン

における成果指標・活動指標は、

現状や課題の分析から県が目指す

べき姿を考え、それを実現するた

めの施策の具体的な成果や活動を

示すものとして設定されている。

しかし、一つの施策に複数の事業

がぶら下がっているものも多く、

新ビジョンや経済産業ビジョンに

おける成果指標・活動指標が、必

ずしも、一つ一つの実施事業を評

価するための指標として適してい

るとは言えない。

個々の事業を適切に評価するた

めには、事業単位で定量的・直接

的な指標を設定すべきである。

P27

～

29

措置

対応中

新ビジョンや経済産業

ビジョンにおける成果指

標・活動指標が個々の事

業の評価に適さない場合

には、御意見の趣旨を踏

まえ、事業計画の立案や

予算編成作業等を通じ

て、事業単位で定量的・

直接的な評価が可能とな

るような、固有の指標の

設定に努める。

令和６年

２月

政 策

管理局

意見

②チェックリストの活用について

事業者等に対して補助金を交付

する事業では、交付された補助金

が事業者等によって適切に活用さ

れているかどうかを確認すること

が重要であるが、確認すべき内容

を漏らさないためには、チェック

リストの活用が有効である。

今回の監査対象事業の中で、既

にチェックリストを活用していた

事業もあったが、課内で一定の条

件に該当する事業に対して一律に

導入するような運用が行われてい

るわけではなく、事業の担当者が

交替した時に異動前の部署で使っ

ていたものを取り入れた、といっ

たような属人的な導入・運用が多

かった。

特に金額的重要性の高い案件に

ついては、チェックリストの活用

を全庁的に横展開していくことを

検討すべきである。

P29,

30

措置

完了

補助金事務の適正な執

行を図るため、令和４年

12 月に、経済産業部の本

庁及び出先機関に対し、

各事業で共通的に使用で

きる補助金執行チェック

リストを配付し、活用を

促すとともに、執行に当

たって留意すべき点など

をとりまとめ、注意喚起

を図ったところである。

今後も、チェックリス

ト等を活用し、適切な補

助金事務の執行に努めて

いく。

令和４年

12 月

政 策

管理局



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

意見

③国の補助制度の活用について

事業 No.30（県単独水産業振興

事業費助成）において、２つある

事業メニューのうち、水産資源課

所管の「静岡県漁業無線局整備事

業費助成」では、漁業無線局施設

の整備に、一見、漁業とは関係が

なさそうな防衛省の「チャーリー

水域等周辺漁業用施設（漁業用無

線）設置助成事業」を活用するこ

とを県（担当課）が静岡県無線漁

業協同組合に提案し、水産庁より

も高い補助を受けることに成功し

ている。これは、国の補助制度を

うまく活用した好事例と言える。

民間企業の中には、自社に使え

そうな補助金を各方面から見つけ

出す担当者を置いている会社があ

るが、県・経済産業部などにも国

の補助制度を研究し、庁内の担当

部署や、県内の民間企業や関係機

関に情報発信する担当者を設置す

るような取組を検討しても良いの

ではないかと思われる。

P30
措置

完了

国の制度に関する情報

については、各事業担当

課が、随時、関係省庁と

連携を図り、収集に努め

ている。また、政策管理

局においても、当初予算

や補正予算の編成の際に

は、国の動向や各種の地

方公共団体向けの補助制

度に関する情報を収集

し、各局と共有を図って

いる。

県内事業者、関係機関

に向けては、農林事務所

や商工団体、中小企業支

援団体等を通じて情報発

信に努めている。

引き続き、国からの情

報収集と発信に努め、国

の制度を最大限活用でき

るよう取り組んでいく。

令和５年

３月

政 策

管理局

意見

④間接経費の管理方法について

事業の支出額には、事業に固有

に発生する直接経費と部門内で共

通的に発生する間接経費がある。

国からの補助事業については、そ

の事業に要した経費を厳密に集計

する必要がある一方で、県単独の

事業については、手間をかけて間

接経費を事業単位に厳密に配分し

ても、それによって得られる成果

は少なく、逆に、事業固有の予実

管理が曖昧になるという問題を生

んでいる。

根本的には、部門全体の間接経

費は個別の事業とは別にまとめて

管理し、個別の事業に対しては事

業固有の直接経費だけを集計する

ような管理方法に変えるのが望ま

しいが、これは全庁的に見直す必

要がある。

一方、各所管課は、現状の枠組

の中では、経費の事業別配賦計算

資料において直接経費と間接経費

を明確に区分した上で、間接経費

P30,

31

措置

困難

歳出予算は事業単位で

執行・管理することが基

本であることから、執行

した経費は、直接経費だ

けでなく間接経費につい

ても個別の事業に配分す

る必要がある。このた

め、間接経費だけをまと

めて配分・管理すること

は困難であると考えてい

る。

間接経費については、

経費と事業の関連の度合

いに応じて、事業ごとに

配分することで、予実管

理の明確化に努める。

令和５年

３月

政 策

管理局



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

は、関連性の強い事業にできるだ

けまとめて配賦し、複数の事業に

細かく配分しないようにするなど

の対応を検討すべきである。

Ｂ－01 マリンバイオ産業振興事業費

意見

①契約書に貼り付ける印紙につい

て

当事業の大学等研究機関との請

負契約では、完成を約する請負契

約ではないことから印紙の貼り付

けは不要であるが、印紙を添付し

ている大学があるので、相手にそ

の旨を伝えても良いのではと考え

る。

P36
措置

完了

研究委託先である大学

等研究機関に対し、契約

書への印紙貼付は不要な

旨を伝えた。
令和５年

４月

産業イ

ノベー

ション

推進課

意見

②ＭａＯＩ機構に対する補助金の

支出状況の確認について

担当課は、ＭａＯＩ機構に対す

る補助金が適正に活用されている

かどうかを支出内容から検証し、

経理処理だけでなく、同機構の管

理体制全般を指導・監督すべき立

場にあるが、次のような見直しを

検討すべきである。

ア. 補助金の概算払の時期や回数

は、相手先の都合（特に資金

繰り）によるところが大きい

が、担当課として、概算払の

時期と関係なく、定期的に中

間検査を行う体制にする

イ. 中間検査や年次報告書の確認

などについて、マニュアルや

確認すべき事項をリストアッ

プしたチェックリストを用意

し、実際に確認作業を行った

際には、その結果がチェック

リストに記録されるようにす

ることで、一定の管理レベル

を維持できるようにする

P36,

37
検討中

定期的に中間検査を行

うための体制や、中間検

査及び年次報告書確認の

ためのマニュアル、チェ

ックリスト、検査内容等

の記録の作成など、機構

に対する管理レベルを維

持するための方策を検討

中である。

令和５年

10 月

産業イ

ノベー

ション

推進課

Ｂ－07 ふじのくにＣＮＦプロジェクト推進事業費

意見

①コーディネータの活動記録のデ

ータベース化について

当事業では３人のコーディネー

タが活動しており、その活動記録

は、「ＣＮＦコーディネータ業務

日報」という所定の書式で作成さ

れ、県担当者に対して電子メール

P65
措置

完了

コーディネータが企業

訪問計画を作成し、県と

各コーディネータで事前

に共有することとしたほ

か、月次のコーディネー

タ会議で訪問実績等を報

告することとしており、

令和５年

３月

新産業

集積課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

で提出・報告されている。報告内

容は、訪問した企業とのやり取り

がかなり細かく記録されており、

丁寧に作成されていることが確認

できる。しかしながら、これらの

データは、データベース化されて

おらず、個々にワードファイルで

作成されているのみで、誰が、い

つ、どの会社に行ったのか、とい

う情報の一覧性がない。

そのため、１つの会社に２人の

コーディネータが別々に訪問して

しまうことが実際に起きており、

将来、コーディネータが交替した

際に前任者が訪問した記録が分か

りにくいという状況が予想され

る。

コーディネータの活動記録をデ

ータベース化して、県とコーディ

ネータ間の情報共有ができるよう

な体制を検討すべきである。

コーディネータ間の情報

共有ができる体制とし

た。

活動記録のデータベー

ス化については、既存の

企業訪問一覧に情報を集

約し、県とコーディネー

タ間で共有していく。

意見

②当事業固有の活動指標・成果指

標について

当事業の事業評価の活動指標と

しては、コーディネータの企業訪

問回数や展示会開催回数、成果指

標としては、静岡大学との共同研

究やコーディネータによる企業マ

ッチング、又は補助金を利用して

試作開発された、ＣＮＦ製品の事

業化件数が考えられる。

P65
措置

完了

静岡県の総合計画（後

期アクションプラン）に

おいて、「ＣＮＦの試作

品開発等支援件数」や

「中核人材育成数」を活

動指標に、「ＣＮＦ分野

における事業化件数」を

成果指標に設定してい

る。

令和５年

３月

新産業

集積課

Ｂ－08 ＥＶ・自動運転化等技術革新対応促進事業費

意見

①当事業固有の活動指標・成果指

標について

当事業の事業評価の活動指標と

しては、県内中小企業への助成金

交付件数や講座・展示会開催件

数、成果指標としては、助成やビ

ジネスマッチングによる事業化件

数などが考えられる。
P70

措置

完了

静岡県の総合計画（後

期アクションプラン）に

おいて、「次世代自動車

の試作品開発支援件数」

や「中核人材育成数」を

活動指標に、「次世代自

動車分野における事業化

件数」を成果指標に設定

している。

令和５年

３月

新産業

集積課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

Ｂ－13 先端企業育成プロジェクト推進事業費助成

意見

①応募企業を増やす取組について

当事業は、県内の中堅・中小企

業と産総研との共同研究等を支援

しているが、産総研は、我が国最

大級の公的研究機関であり、県内

企業の先端的な研究開発や事業化

の後押しになることが期待され

る。

しかし、当事業の助成金申請の

ための応募件数と助成金交付の採

択件数を比較すると、その応募件

数は決して多くない。県内中小企

業に研究開発の助成をすることに

よって継続性の高い産業構造を構

築するには、より多くの企業から

当該助成金申請への活発な応募が

あることが望ましい。

そのためには、県内企業に対し

て、当事業のことや、産総研がど

のような機関で、産総研との共同

研究によって、どのような効果が

期待されるのかについて周知する

と同時に、過去の実績を積極的に

情報提供することが重要であると

考える。また、産総研と県内企業

との共同研究等の話は、必ずし

も、県が介在するとは限らず、直

接的に行われることもあるので、

産総研側から県内企業に対して当

事業の助成制度を積極的に案内し

てもらうように、産総研の担当者

に対しても当事業の制度を十分周

知することも効果的ではないかと

考える。

P92
措置

完了

県内企業の産総研との

協業の促進のため開催し

ている「産総研シーズウ

ェビナー」では、従前は

技術講演中心の内容で行

っていたが、令和４年度

から産総研の紹介や連携

体制構築方法の紹介をテ

ーマとする講演を盛り込

んだ。

また、産総研の研究者

やコーディネータを対象

とした、当課からの制度

説明会を開催した。

そのほかにも、産総研

の連携推進担当者と県内

企業の訪問も行った。

産総研の研究者等を対

象とした制度説明会等は

令和５年度も継続して取

り組むこととする。

令和５年

３月

新産業

集積課

Ｂ－14 静岡型航空産業育成事業費助成

意見

①設備導入補助金のフォローにつ

いて

当事業のメニューのうち、設備

投資の補助金については、航空機

産業以外での使用も懸念されるこ

とから、審査において使用目的な

どを詳細に検証し、その後も実施

主体の財団において、導入した設

備の使用状況等を毎年確認してい

るということであるが、県におい

P96,

97

措置

完了

財団から各企業に対し

て事業終了後５年間提出

を義務付けている成果報

告書に、導入した設備の

使用状況について記載を

求めることとした。当該

成果報告書は財団から県

に報告することとしてお

り、県においてチェック

を行う。

令和５年

３月

新産業

集積課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

ても交付時の確認だけでなく、財

団からの報告等により交付した後

も継続して設備の使用状況等をチ

ェックする必要がある。

この点、担当課の管理ファイル

には、特に、財団からの設備の使

用状況（航空機部品の製造状況）

に関する報告書類や確認した形跡

はなかった。

当事業の目的が、県内中小企業

の航空機産業からの受注増加であ

ることや、３つの補助金メニュー

の中でも１社当たりの補助額が大

きく、不正リスクも高いことか

ら、県としても財団におけるチェ

ックを検証する意味で、年度末の

実績報告に加えて、設備の使用状

況の確認報告を求めるべきであ

る。

Ｂ－16 畜産振興対策事業費助成

意見

①成果のＰＲについて

家畜共同育成場では、酪農家か

ら預かっている子牛を飼育してい

るだけではなく、乳牛になるため

に人工授精を行い、出産が近くな

った状態で酪農家の元に戻し、出

産後、しばらくすると、生まれた

子牛がまた育成場に預けられると

いうサイクルになっている。

そのため、酪農家からは預けた

牛が受胎して母牛となって戻って

くることを期待されている。した

がって、牛の受胎率は、家畜共同

育成場および指定管理者に対する

重要な評価指標になると考える

が、県の内部の事業説明資料や酪

農家向けのパンフレットにも受胎

率の状況は示されていない。

家畜改良事業団による受胎成績

調査によると、平成 30 年の受胎

率は全国平均で 45.9％と公表され

ており、県の家畜共同育成場の実

績は全国平均をかなり上回ってい

る状況が確認できることから、も

っと積極的に成果としてＰＲして

もいいのではないかと考える。

P106,

107

措置

完了

家畜共同育成場の指定

管理者である静岡県畜産

協会において、預託希望

者の集客活動を行う際

に、成果ＰＲを行った。

引き続き指定管理者を

通じて、受胎成績を情報

提供しながら、利用者の

獲得につなげていく。

令和５年

３月

畜 産

振興課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

意見

②変動委託料について

委託料のうち、指定管理者であ

る(公社)静岡県畜産協会に支払う

変動委託料については、預託牛の

延頭数に単価（105 円/日）を乗じ

て算定している。

預託牛の延頭数は指定管理者か

ら毎月提出される報告書により確

認しているが、報告書に記載され

た頭数が適正か否かを県側でチェ

ックする体制が構築されていな

い。したがって、万が一頭数の報

告に誤りがあった場合に、誤って

報告された頭数に応じて変動委託

料の支払が行われてしまうおそれ

がある。

この点について、例えば、年に

１・２回程度の頻度で構わないの

で、報告された預託牛と実際に牧

場にいる預託牛との照合作業を行

うことにより、県側で報告内容の

検証を実施していることを指定管

理者側に示すことは管理体制とし

て有用と思われる。

P107
措置

完了

県担当者が牧場現地に

て報告頭数との整合性を

確認した。

牧場現地に保管されて

いる頭数管理簿と飼育さ

れている預託牛の突合を

行い、適正に預託頭数が

管理され、指定管理者か

ら報告される預託頭数に

間違いがないことを確認

した。

令和５年度以降も定期

的に現地での頭数確認を

実施する。

令和５年

３月

畜 産

振興課

Ｂ－17 豚熱防疫体制強化事業費

意見

①消毒ポイントでの車両消毒作業

の委託契約について

担当課では、消毒ポイントでの

車両消毒作業について、９者に対

して、毎月、委託契約を締結して

いるため、年間契約にすれば９回

で済むものを年間 108 回も行って

いる。

このような非効率な状況になっ

ている原因は、作業を実施する日

を指定して契約をしようとして、

委託先で月間のスケジュールを調

整する都合上、委託先が月単位で

の契約を希望していることによる

ものである。

この点、委託契約は年間単位で

締結し、月単位でスケジュールを

調整できるように契約内容を変更

することにより、業務の効率化を

図ることを検討すべきである。

P112,

113

措置

不要

事業内容の変更によ

り、消毒ポイントの設置

を終了したため、令和５

年度から、年間単位で契

約を行う業務が完了した

が、今後同様の事業を行

う場合、意見を踏まえた

契約方法を検討する。

令和５年

３月

畜 産

振興課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

意見

②検査に関わる職員との契約につ

いて

当事業は、豚熱の発生に伴い令

和元年度から突発的に開始された

事業であり、捕獲したイノシシか

らの検体の検査などを行う職員を

臨時的に会計年度任用職員として

３人採用して対応している。

うち１人は、獣医師や臨床検査

技師などの専門資格を必要として

おり、採用される側にとっても、

単年度契約という不安定な立場で

あるため、適格者を採用するのは

なかなか容易ではない。今後、豚

熱が短期的に収束してくれればい

いが、長期化するようであれば、

職員の人員配置等を見直さない

と、当事業の継続が困難になるお

それがある。会計年度任用職員の

継続任用という方法だけで乗り切

れるかどうか、慎重に検討してお

くべきである。

P113
措 置

対応中

豚熱の検査数の見込み

が不明であるが、検査件

数の推移を見極めなが

ら、職員の人員配置の見

直しを検討していく。

令和６年

３月

畜 産

振興課

Ｂ－19 農業振興資金利子補給金

意見

①農業近代化資金のチェックリス

トについて

農業近代化資金に関する事務手

続については、県内７つの農林事

務所が金融機関の窓口となり、農

業者からの申請に対して資格要件

や提出書類などに不備がないかな

どを事前に確認している。

今回の監査において、７つの農

林事務所で利用しているチェック

リストを入手して内容を確認した

が、各農林事務所でチェック項目

や様式が異なっていた。

同一の業務に対して、地区によ

ってチェック内容や事務レベルが

異なるというのは適切ではなく、

事務効率の観点からも様式を統一

させておいた方が望ましい。

P121,

122

措置

完了

各農林事務所のチェッ

ク項目を統一するため

に、チェックリストのひ

な形を作成し、農林事務

所担当者が閲覧可能な農

業制度資金Ｑ＆Ａデータ

ベースへ掲載した。

同一の業務に対するチ

ェック内容や事務レベル

の地区による偏りを排

し、利用者にとっての公

平性を確保した。

令和５年

３月

農 業

ビジネ

ス 課

Ｂ－20 ＣｈａＯＩプロジェクト推進事業費

意見

①ＣｈａＯＩフォーラム事務局運

営業務委託契約について

ＣｈａＯＩフォーラム会員は、

コーディネーターが相談対応をす

P127,

128

措置

完了

令和５年度の業務開始

にあたり、相談案件対応

数やマッチング数などの

活動指標となる目標値

令和５年

４月

お 茶

振興課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

る中で、加入促進を図っている

が、令和３年度は 1,894 件の事業

化支援等の相談に対応し、令和２

年度の対応件数の約３倍に増えて

いる。

３人のコーディネーターは、そ

れぞれ得意とする専門分野が分か

れているため、相談業務を地域別

に担当を分割して業務量の均等化

を図るような業務配分をすること

が難しい。そのため、特定のコー

ディネーターに相談業務が集中

し、過重労働が発生するリスクが

ある。したがって、担当課として

は、計画段階で、コーディネータ

ー等の業務時間を入念に見積もっ

て、各コーディネーターの相談案

件数や業務時間数に関する基準値

（上限値）を設けて、基準値を超

えないようにモニタリングや調整

をしながら、活動の規模を拡大し

ていくべきである。

（上限値）を設けた。

これら活動指標に関す

る各コーディネーターの

実績を毎月確認し、目標

値を大幅に超過しないよ

う、モニタリングや調整

をしながら、活動を進め

ていく。

Ｂ－21 農業関係団体事業費助成

指摘

①補助金交付確定書の交付につい

て

事業メニューのうち、「園芸生

産関係団体事業費助成」では、静

岡県野菜振興協会と静岡県花卉園

芸組合連合会の２つの組織に対し

て補助金を交付しているが、この

両組織に対して補助金交付確定通

知書が交付されていなかったこと

を検出した。

交付要綱には、補助事業者は補

助金交付確定通知書を受領した日

から 10 日を経過した日までに請

求書を提出することになってお

り、必要な手続が漏れていたこと

になる。今後は交付要綱に従い、

確実に適正な事務処理を行うこと

が求められる。

P134
措置

完了

補助金交付確定通知書

未交付の２団体（静岡県

野菜振興協会、静岡県花

卉園芸組合連合会）に対

し、令和４年 10 月に、補

助金交付確定通知書を交

付した。

併せて、必要な事務手

続を記載した補助事業事

務スケジュール表を作成

し、スケジュール表に基

づく事務手続の管理を開

始した。

令和４年

10 月

農 芸

振興課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

意見

②実績報告の確認作業について

当事業は、12 の事業メニューか

ら構成されており、事業メニュー

ごとに担当課、担当者が分かれて

いて、各担当者が助成先の団体か

ら実績報告の内容を検証してい

る。

事業メニューによって助成額の

規模や複雑性に違いはあるが、基

本的に実績報告の内容を検証する

ポイントは共通していることか

ら、業務品質の均質化や担当者交

替時の業務引継の効率化を図る意

味で、当事業で標準的なチェック

リストを作成・共有した上で、事

業メニューごとに特有の留意点な

ども加味するような取組を提案す

る。

P134
措置

完了

令和５年６月に、「農

業関係団体活動助成」の

補助金交付事務手続上の

標準的なチェックリスト

を作成・共有し、各事業

メニューごとに活用を開

始した。

令和５年

６月

農 業

戦略課

・

農 業

ビジネ

ス 課

・

食 と

農 の

振興課

・

農 芸

振興課

Ｂ－23 先端農業プロジェクト推進事業費

意見

①ＡＯＩ機構の自主財源確保の強

化について

ＡＯＩ機構やＡＯＩプロジェク

トの活動を今後も安定的に持続さ

せていくためには、ＡＯＩ機構が

県からの補助金に依存している状

況から、自主財源を確保し、経営

的に自立している状態にあること

が望ましい。

担当課も、有料でのコンサルテ

ィング事業や、知的財産の県持分

の譲渡を認めるなど、自主財源確

保に向けた取組は行っているが、

中長期的な自主財源確保強化に向

けた具体的な目標や計画は作成さ

れていない。

現在の状況からいきなり経営の

自立化・自走化を目指すというの

は、あまりにも飛躍しすぎてしま

っているかもしれないが、今後、

自主財源確保強化に向けた具体的

な目標や計画を策定し、実績を積

み上げていくことが重要ではない

かと考える。

P145
措置

困難

ＡＯＩ機構が、高品質

な独自のサービス提供に

よって自主財源を確保す

る取組は、ＡＯＩプロジ

ェクトの更なる展開を図

る上で重要と考えるが、

情報の収集・分析・提

供、農業関連産業への参

入を検討する事業者から

の無料相談や、人材育成

に関する事業、ＡＯＩプ

ロジェクトの広報活動な

ど、直接的な収益につな

がらない取組も多く、今

後も県が財政的に支援す

る必要がある。

ＡＯＩ機構における自

主財源の確保には引き続

き努めていくが、具体的

な目標や計画の策定は困

難である。

令和５年

５月

農 業

戦略課

（先端

農業推

進室）



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

Ｂ－25 小中学校花いっぱい提供事業費

意見

①事業のあり方について

当事業は、コロナウイルス感染

症の拡大によって消費が減退した

花の生産者・販売者の支援と、将

来の消費層の拡大を目的に県内全

ての小中学校（802 校）に対し

て、花の配付を計画し、528 校

（延べ 817 校）に花が配付され

た。

より直接的で経済的な事業の企

画、現場の需要を精査した予算計

上方法、事業実施上のコスト意識

など、当事業のあり方、進め方に

ついて、特に、費用対効果、お金

の有効な使い方という点につい

て、反省や見直すべき点があった

ように思える。

当事業は、令和３年度の単発事

業で改善措置を図る余地がない

が、令和４年度には、国からの

「地方創生推進交付金」を財源に

小学校向けの花育スクールを中心

にした企画に形を変えて取り組ん

でいる。企画者である担当課に

は、教師というフィルターを介し

て対象者である子供たちに教育機

会が届くか、届かないのかの差が

生まれること、予算には表れない

現場の手間（＝人件費）がどれだ

けかかるのか、希望が出ない学校

にこそ当事業に対する評価が現れ

ることなどを意識して事業を進め

ていただきたい。

P154

～

156

措 置

対応中

児童・生徒らを対象と

した花育は、花きの消費

に直接的にはつながりに

くいが、将来の消費者を

育成する上で重要な取組

と考え、令和４年度から

は、アレンジメント作成

出前講座を中心とした後

継事業に取り組んでい

る。

令和４年度事業では、

事業効果を実施校以外に

も波及させるため、各学

校での取組の様子をＳＮ

Ｓで発信した。令和５年

度事業の実施に当たって

も、事後の家庭での花の

利用につながるよう講座

の実施内容を見直すな

ど、事業の効果を高める

ことを意識して進めてい

く。

令和５年度事業の募集

では、担当課から直接、

学校に希望調査をかけた

り、調査票を簡略化する

など、教育委員会や学校

の手間が減るよう募集方

法を見直すとともに、講

座終了後の後片付けな

ど、学校の負担を意識し

て、講座の実施方法を検

討する。

併せて、より多くの学

校に希望していただける

よう、募集時に、これま

で実施した学校や生徒の

感想を紹介するなど、事

業の進め方を見直す。

令和６年

３月

農 芸

振興課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

Ｂ－28 駿河湾深層水総合利用促進事業費

意見

①送水ポンプの修繕計画の策定に

ついて

１日１系統当たり 1,000ｔの海

洋深層水が取水され、約半分が県

の水産利用施設（＝研究施設）、

残り半分が焼津市の脱塩施設や漁

協、民間の事業会社等に利用され

ている。利用者は海洋深層水を脱

塩水の製造、水産物の洗浄や保

冷、水産加工などの日常の営業活

動に利用しており、水道水と同じ

ように安定的に供給することが強

く期待されるが、取水供給施設に

ある送水ポンプの老朽化が進んで

いる。現在、２系統のうち 397ｍ

深層水系統においては、３つある

ポンプのうち、１つは停止中だっ

たものを令和４年度に取替工事を

して運転中であるが、残りの２つ

は不調という状況にある。

担当課では、この数年、ポンプ

の修繕予算を見積もってはいるも

のの、現実には突発的な他の修繕

等に回されていて、計画的にポン

プが修繕できていない状況にあ

る。まずは、ポンプの具体的な修

繕計画を策定して、計画的にポン

プの修繕を予算化し、実行するべ

きである。

P167 検討中

令和４年度時点で不調

となっていた 397ｍ深層

水送水ポンプ２基のうち

１基について、令和５年

５月現在、修繕工事実施

の準備を進めている。工

事が完了すれば正常に稼

働するポンプが２基とな

り、当面の間は、深層水

の安定的な供給に寄与す

ると期待できる。

修繕計画の策定につい

ては、予算協議時に実施

する方向で調整してい

く。
令和５年

12 月

水 産

振興課

Ｂ－29 水産業振興資金利子補給金

意見

①利子額の検証手続の見直しにつ

いて

県から信漁連への利子補給の交

付額の確定に当たり、信漁連の計

算データと担当課の計算データを

照合し、その時に差異の補正作業

が行われている。利子補給は、当

年度に融資が実行されたものだけ

ではなく、過年度に融資が行われ

ているものも対象になるので、毎

回 600 件を超えるデータを照合す

ることになるが、特に、新規案件

や条件変更を行った案件について

は差異が生じやすい。

担当課の管理ファイルを見る

P171,

172

措 置

対応中

「信漁連のデータをエ

クセルファイルに変換し

て、承認番号をキーに自

動照合」できるようなシ

ステム改修等について

は、新たな費用が発生す

ることから、できるだけ

費用のかからない方法で

改善を進める方針であ

る。

具体的には、新規貸付

データと条件変更データ

については特に差異が生

じやすいことから、それ

らについて重点的に事前

令和６年

３月

水 産

振興課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

と、信漁連のデータと県側のデー

タの両方に細かくチェックの証跡

があり、手作業で照合が丹念に行

われたことが確認できる。差異が

生じている案件を見つけるための

照合作業については民間のシステ

ム会社に相談して、信漁連のデー

タをエクセルファイルに変換し

て、承認番号をキーに自動照合で

きるような方法を検討してもいい

のではないかと思われる。

に照合を進めることで計

算データの正確性を上

げ、事務の軽減につなげ

ていく。

意見

②バックアップデータの保存方法

の見直しについて

担当課では、漁業近代化資金以

外のメニューに関するエクセルフ

ァイルを課内の２つのハードディ

スクに保存しているが、地震など

で入室ができなくなった場合には

あまり意味がない状態にある。

利子の計算データは再生が難し

く、バックアップデータを確実に

残すように保存方法について見直

しをすべきである。

P172
措置

対応中

利子の計算データのバ

ックアップについて、課

内の共有ハードディスク

だけでなく、電子県庁課

が管理している「統合管

理サーバー」に保存する

ことで、確実に残してい

く。

「統合管理サーバー」

に保存するにあたって

は、どのようなフォルダ

構成、どのようなタイミ

ングで保存するかなどの

課題を順次検討・解決し

ていく。

令和６年

３月

水 産

振興課

Ｂ－31 水産イノベーション推進事業費助成

指摘

①補助金交付要綱の記載について

補助金の交付要綱では、補助率

（額）は１団体当たり 1,000 千円

を限度とされている。一方で、実

務上この限度額は申請案件（事業

案件）ごとの適用となっており、

複数の申請を合算すると 1,000 千

円を超えて交付を受けている団体

が見受けられた。

この点については、申請者の誤

解を防ぐためにも、申請開始時の

周知や要綱の書き換え等の対応が

必要になると考える。

P182
措置

完了

要 綱 別 表 の 補 助 率

（額）の記載を、「事業

１件につき、１企業又は

１個人当たり 500 千円、

１団体当たり 1,000 千円

を限度とする。」に改正

し、申請案件ごとの適用

であることを明確化し

た。

令和５年

３月

水 産

振興課

意見

②事業の有効性の確認について

「水産イノベーション対策支援

推進事業費補助金交付要綱」に

は、補助金を交付された漁業者等

に対して、一定期間の状況報告を

求めるような規定は設けられてお

らず、「同事業実施要領」の「第

P182,

183
検討中

令和６年度以降の支援

制度の創設に向けて、補

助事業実施者への取組状

況の照会と併せて、本制

度の使い勝手、見直すべ

き点、希望する補助内容

等について調査・検討を

令和５年

12 月

水 産

振興課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

７ 取組目標達成に向けた支援」

において、「静岡県漁業協同組合

連合会又は県から、補助事業年度

終了後の水産業者等の取組状況に

ついて照会があった場合は、当該

照会に対し回答するものとする」

と規定するに留まっている。

担当課は県漁連から補助事業終

了後の取組状況に関する記録を入

手し、顕著な成果のあった一部の

取組については水産業者等へのヒ

アリングを行っているものの、そ

の他の取組については精査してい

る形跡は見られなかった。担当課

へのヒアリングの結果、必ずしも

要綱で補助事業終了後５年間の報

告を求めるなどの規定にする必要

性はないようにも思われる。

しかし、新型コロナウイルス感

染症関連持続化給付金の不正受給

問題や焼津漁協での不正事件を考

えると、県税が使われる以上、特

定の業界内部での信頼関係という

視点よりも、外部の県民からどの

ように見えるか、という視点を重

視して、要綱における報告義務

や、県と県漁連の事後確認手続に

ついては、他の事業とのバランス

を図る必要があると考える。

当事業については、現状、令和

５年度までとされているが、令和

６年度以降も別の形で漁業者に対

する支援を行う可能性があれば、

有効性の事業評価と併せて、現行

制度の使い勝手、見直すべき点な

どを関係者に確認する調査も行う

ことを提案したい。

行う。

Ｂ-32 商工業関係団体事業費助成

指摘

①交付金額の根拠資料の作成・保

存について

地域産業課所管の静岡県建具工

業組合に対する補助金は、経費区

分の内容で当事業ともう１つ別の

事業があり合算して交付している

が、令和３年度の実績報告におい

て計画の変更がされているにもか

かわらず、それぞれの交付額の計

P188,

189

措置

完了

静岡県建具工業組合に

対する補助金は、「展示

会、見本市及び建具の振

興事業」と「新商品・新

技術展示・普及事業」の

２つの事業があるが、補

助金交付要綱上の経費区

分が分かれていなかった

ため、令和５年３月に補

令和５年

３月

地 域

産業課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

算の見直しをどのように行ったか

を示す資料が確認できなかった。

２つの事業への交付額はそれぞ

れ少額であり、２つの事業がある

こと自体が事務手続上の非効率に

思えるが、事業が別である以上

は、２つの事業の交付額の計算根

拠を明確に残す必要がある。

助金交付要綱の改正を行

い、事業ごとに経費区分

を明確にした。

以後、新要綱に基づ

き、経費区分ごとに根拠

資料を作成の上、処理し

ている。

意見

②交付申請・実績報告のチェック

リストの活用について

当事業は県が商工団体に対して

活動資金の一部を補助する事業メ

ニューを１つの事業としての枠に

集約しているもので、11 件の交付

先ごとに担当者が分かれている。

担当者が行っている事務手続は、

ほぼ同じであるが、３つの所管課

にまたがり、それぞれの事業メニ

ューには互換性や関連性がないた

め、簿冊のまとめ方などについて

は個性が見られる。

11 件の交付先別の簿冊のうち、

商工振興課が所管する「静岡県ニ

ュービジネス協議会事業費助成」

については、交付申請書と実績報

告書に対してチェックリストを作

成され、どのような項目・事項を

チェックし、その結果がどうであ

ったのかが明確に分かるようにな

っていた。このような記録は、チ

ェック漏れの防止、担当者交替時

の引継ぎ、上席者による確認作業

の効率化といった点で有効であ

り、同一事業内で共有すべきであ

ると考える。

P189

措置

完了

他の商工団体を所管す

る経営支援課、地域産業

課にチェックリストを共

有した。

令和５年

３月

商 工

振興課

措置

完了

商工振興課のチェック

リストを参考にし、それ

ぞれの補助金交付要綱に

合わせたチェックリスト

を作成した。

令和５年

６月

経 営

支援課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

意見

③計画変更承認手続の厳格化につ

いて

当事業の補助金については、い

ずれも事業計画に 20％以上の変更

が生じる場合には、交付先が県知

事に対して計画変更承認の申請を

する必要がある。令和３年度に

は、交付確定までには必要な手続

を行ってはいたが、下記の２件の

エラー事項があった。

この２件からは、共通して、継

続的にほぼ同類の補助金が交付さ

れていることで、交付する側も受

け取る側も、補助金を交付・受領

するのが当たり前のような感覚に

なっているのではないか、という

印象を受ける。県と交付先が、そ

れぞれ緊張感をもって手続を行う

意味でも、問題のあった交付先に

ついては、補助金交付額を減らす

などの計画変更承認申請手続の厳

格化を検討すべきではないかと考

える。

P189,

190

措置

完了

補助事業の事業内容に

変更がある場合は、交付

先団体が県に変更承認の

申請を行う必要がある

が、適切な執行を促すた

め、県から変更の有無に

ついて事前に確認を行っ

ている。

申請手続きの厳格化が

ミス防止に繋がるかは不

明であるため、実効性の

ある対策として、事前確

認の際に、口頭の確認の

みではなく、その時点の

実績額と今後の執行見込

額を提出してもらい、相

互に確認することとし

た。

令和５年

２月

地 域

産業課

措置

完了

課の共有アドレス宛て

のメールについては、令

和３年度までは、誰が処

理（対応）しているか分

からない状態となってい

たことが、約５か月間放

置されることの原因と考

えられる。令和４年度か

らは、届いたメールの件

名の前に担当者の名前を

記入するようにし、処理

漏れが起こらないように

している。

令和４年

８月

経 営

支援課

措置

完了

この補助金に関して当

課が関係する３団体に対

して、事業内容の変更

（軽微な変更を除く）や

事業を中止する場合は、

あらかじめ県と相談の上

で変更承認申請書を提出

すること、変更承認申請

書を提出後、２週間経過

しても県から何も連絡が

ない場合には、県に処理

状況を確認することを依

頼した。

令和５年

６月

経 営

支援課

交付先 内容

商工会議

所連合会

交付先から計画変更承

認申請が県担当課の共

有アドレス宛にメール

で送られてきていた

が、担当者がこれに気

付かず、約５か月間放

置されていた。一義的

には、県担当者のミス

であるが、提出した交

付先も承認の連絡がな

いにもかかわらず、長

期間放置していたこと

にも問題がある。

静岡県建

具工業組

合

３月に県担当者が電話

で計画に大きな変更が

ないことを確認したに

もかかわらず、交付先

から実績報告が提出さ

れた段階で計画変更承

認申請が必要であるこ

とが判明した。



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

Ｂ－33 静岡発ベンチャー発掘・育成事業費

意見

①大学発ベンチャーに対する中間

検査の実施内容・結果の見える化

について

担当課は、大学発ベンチャーに

対する補助金について自主的に中

間検査を行っている。担当課保管

のファイルには、中間報告書内の

収支計算書にチェックマークが細

かく付されており、内容の検証が

行われた形跡が確認できるが、フ

ァイルされている収支計算書は確

定版であり、おそらく、担当課に

よる指導によって修正が行われた

結果のものであり、担当者が、具

体的にどのような点をチェック

し、何を指導・修正させたのか、

という記録は確認できなかった。

大学発ベンチャーは、経理処理

などの管理面が弱くミスが起きや

すいことや、担当課も数年おきに

担当者が交替することを考える

と、チェックリストの活用や修正

前の収支計算書に赤ペン（修正）

を入れたものをファイルに残すよ

うな見直しを検討すべきである。

P196
措置

完了

過去に行った指導・修

正事項をもとにチェック

リストを作成し、補助事

業者に配付したほか、県

担当者による実績報告確

認時に活用した。

令和５年

４月

産業イ

ノベー

ション

推進課

Ｂ－34 地域創業支援事業費助成

意見

①起業家への支援金の審査基準の

見直しについて

当事業では、２段階の審査を経

て、交付が決定されたにもかかわ

らず、辞退しているケースが 42

件中５件あり、決定額ベースで１

割以上減少している状況になって

いる。

この５件の辞退理由について

は、開業予定地が使用できなくな

ったものが２件、開業予定地の変

更で期間内の実行ができなくなっ

たものが１件、就労先の副業許可

に時間がかかり期間内の実行がで

きなくなったものが１件、従業員

の確保が困難で開業が遅れたもの

が１件という内訳であるが、審査

において今まで以上に事業計画の

実行可能性を見極めていくことが

P200,

201

措 置

対応中

アについて、これまで

の辞退者の事例を分析

し、開業準備で失敗しや

すい要因を整理する。

イについて、上記アの

情報を審査委員にも提供

し、審査会における留意

事項とする。

令和５年

９月

産業イ

ノベー

ション

推進課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

重要である。そのためには、例え

ば、次のような取組を検討すべき

ではないかと考える。

ア.これまでの辞退者の事例を分

析し、開業準備で失敗しやす

い要因を整理する（令和３年

度の事例を見る限り、場所と

人の確保に失敗しているケー

スが多いように思われる）

イ.上記アの情報を審査委員にも

提供し、書面審査や面談時に

おける留意事項とする。

意見

②起業家の偏りの確認について

当事業の起業家への支援金は、

起業家に支援金だけを交付するだ

けではなく、市町の支援サポート

も併せて行われることを想定して

いる制度である。そのため、起業

家が財団に申請をする際には、市

町の意見書も添える必要があり、

市町の創業支援担当者が事業計画

を事前に確認・指導した上で、申

請が行われる仕組みになってい

る。また、当事業で市町の創業支

援担当者に対して研修やセミナー

が行われるのも市町の創業支援力

を高める狙いがある。

このような事業の狙いを考える

と、担当課としては、財団に対し

て市町ごとの申請件数や採択率に

ついても目を配り、申請が少ない

市町に対しては積極的なサポート

を行うなどの対応を求めることも

必要だと思われる。

この点について、担当課では、

これまで市町別の申請件数や採択

率を把握していなかったので、今

回の監査の中で、令和元年度の事

業開始以降の実績を集計した結

果、申請件数が経済規模や人口に

比べて著しく低い市町などは確認

されなかった。今後は、申請件数

や採択率の集計や分析を財団が行

い、担当課はその状況をモニタリ

ングするような取組を継続してい

くことが望ましい。

P201
措置

完了

申請件数や採択率の集

計や分析を財団へ依頼

し、担当課として、状況

のモニタリングを開始、

継続する。

令和５年

５月

産業イ

ノベー

ション

推進課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

Ｂ－35 中小企業デジタル化・業態転換等促進事業費助成

意見

①補助事業者の採択基準の設定等

に関するノウハウの共有について

当事業は、新型コロナウイルス

感染症拡大による影響で売上高が

減少している事業者に対して事業

転換等の後押しをするための事業

であるため、一定の要件を満たせ

ば、できるだけ広く採択をしてい

くという姿勢が基本になってい

る。

また、コロナの影響が未知数な

中、事業を開始した令和２年度か

ら県内事業者に対して適切に支援

するため、事業の内容や経費の範

囲を見直すなど弾力的に対応して

いるが、採択されたにもかかわら

ず資金不足などで辞退をしたり、

実際に事業を行ったものの、期間

内に完了しないために、補助金が

交付されなかったケースも少なく

ない。これらのケースの全てとは

言わないが、事業者の中には、形

式を揃えて安易に申請しているケ

ースも含まれているように思われ

る。

令和３年度から現在進行中の４

年度にかけても、安易な申請や不

正受給を排除するために要件を厳

格化する方向の見直しが行われ、

担当課は、新旧比較表(考え方も

記載)を作成している。この新旧

比較表は、補助事業者の採択基準

の設定等に関するノウハウであ

り、経済産業部内で共有し、今

後、コロナウイルス以外にも災害

で被害を受けた事業者等を支援す

る場合などにも応用していくべき

ではないかと思われる。

P205
措置

完了

政策管理局と連携し、

中小企業デジタル化・業

態転換等促進事業費助成

で作成した比較表を、当

事業と同様に事業者を幅

広く支援することを目的

とした補助制度が創設さ

れた場合には、経済産業

部内の補助金担当局に共

有していく。

令和５年

６月

商 工

振興課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

Ｂ－40 産業成長促進費助成

意見

①制度の周知について

制度が開始された平成 27 年度

から令和３年度までの７年間で利

用した事業者は、15 社で延べ 34

件である。このうち、複数回利用

した事業者が８社を占めており、

５回利用した事業者も３社ある。

本制度は、県内産業の成長に資

する設備投資を行う大企業・中堅

企業を対象とした融資に対して行

われるものであるため、中小企業

者向けとは異なり、そもそもの対

象者は多くはない。しかし、７年

間で 15 社の利用は決して多いと

は言えず、利用者に偏りも生じて

いる。制度を上手く活用して複数

回利用している事業者がいる一方

で、制度そのものを知らない事業

者が一定数いるのではないかと思

われる。

県は、「県制度融資等のご案

内」というパンフレットを取扱金

融機関に配布をしており、本制度

についてもパンフレット内に記載

され、紹介がされている。しか

し、当該パンフレットは中小企業

者を対象とした融資制度の紹介が

メインであり、大企業・中堅企業

を対象とした周知に向いていると

は言えない。

本制度を含めた大企業・中堅企

業向けの助成メニューに特化した

案内資料を作成し、対象企業にダ

イレクトメール（ＤＭ）などを送

る等の方法で、周知する方法をと

ることも検討すべきではないかと

考える。

P222,

223

措 置

対応中

大企業・中堅企業に対

する効果的な情報提供方

法について、検討してい

る。

令和６年

２月

商 工

金融課

Ｂ－47 中小企業等専門家派遣事業費

意見

①（公財）静岡県産業振興財団の

専門家派遣のあり方について

実際には秋に専門家を派遣して

もらおうと思っているのに、枠取

りのために春に申し込みをして秋

まで実行していないような事業者

が散見される。このようなやり方

P252
措置

完了

派遣決定後、２か月を

超えても実際の派遣が行

われない場合には、原

則、派遣決定の取り消し

を行い、枠取り防止を図

る。また、専門家から派

遣実施ごとに提出される

令和５年

５月

経 営

支援課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

は、本当に春に相談したいと思っ

ている他の事業者の相談機会を奪

うことになり、不適切行為として

排除していく必要がある。

申込日から一定の日数を超えて

も実際の派遣が行われていない申

請を機械的に抽出して事業者に確

認をしたり、経過日数が例えば半

年を超えるようなケースは機械的

に無効にしたりするような運用を

検討すべきである。

報告書には、次回以降の

派遣計画の記載を徹底さ

せ、派遣状況の管理を強

化する。

Ｂ－49 住んでよし しずおか木の家推進事業費助成

意見

①実績報告のチェック項目の見え

る化について

担当課は、交付申請・実績内容

の書類審査と年度末の事業完了確

認調査という２段階のチェックを

行っている。前者は、補助金交付

金が正しく行われているかどうか

の実質的な内容を検証し、後者は

最終的な書類の整理状況や整合性

の最終検証になっている。

このうち、後者の年度末の事業

完了確認調査については、復命書

に事業実施内訳書（＝補助金交付

リスト）が添付され、連合会の物

件別リストとの照合結果がチェッ

クマークとして残されているが、

調査対象の抽出数（サンプル数）

やどのような案件を抽出したの

か、どのような項目をチェックし

たのか、という確認の手続の内容

や結果の説明が十分ではなかっ

た。

最終確認ということで、その作

業自体の形跡を残すことに重きを

置いていなかったためであるが、

せっかくチェックをしているので

あれば、実施したことを簡潔かつ

明確に記録した方が望ましい。

事業実施内訳書（＝補助金交付

リスト）の記載項目と連合会の物

件別リストの何（項目）を照合し

て、特にどのような点について物

件別リストの正確性を検証すべき

なのかをまとめたチェックリスト

を作成し、チェックリストに実施

P259
措置

完了

令和４年度において

は、事業実施内訳書と物

件別リストの照合すべき

項目と、項目毎の検証す

べきポイントを整理した

「補助事業完了確認調査

チェックリスト」を作成

して確認調査を実施し、

復命書に添付した。

令和５年

３月

林 業

振興課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

した結果を記録し、復命書と事業

実施内訳書の間に残すような見直

しを検討すべきである。

Ｂ－50 間伐材搬出奨励事業費助成

意見

①予算策定の見直しについて

担当課は、当事業の予算策定

上、本庁と農林事務所との往復に

係る旅費として、７つの農林事務

所それぞれについて、２人で 13 回

の往復を見込み、743 千円を計上

していたが、決算額は 50 千円に留

まっている。

コロナウイルス感染症拡大によ

って行き来する回数が少なくなっ

た影響もあるとは思われるが、そ

もそも、旅費が発生する実態とし

て、本庁と農林事務所との間の職

員の移動は、当事業単独で行われ

ることはほとんどなく、複数の事

業に絡めて行われることが多い。

そのため、上記の決算額も複数の

事業で共通的に発生した費用のう

ちの一部を当事業に配賦した結果

にすぎない。

当事業は補助金交付事業で、一

定割合の事務費を枠として予算化

しているのが実態とは言え、予算

上の積算と実績額との乖離が大き

すぎる。予算の見積もり方法を実

態に即したものに見直すべきであ

る。

P264
措置

完了

当事業の旅費について

は、現地検査や県庁への

出張で想定される回数を

基に、予算額の見直しを

行った。

令和５年

３月

森 林

整備課

Ｂ－53 地域企業人材確保事業費

意見

①ホームページのアクセス数の確

認について

「しずおか人材確保サポートデ

スク」の活動状況について、担当

課ではコーディネーターが支援し

た企業数やマッチングサイトへの

掲載求人数に注視しているが、マ

ッチングサイトへのアクセス数に

ついては確認していない。

マッチングサイトへの掲載求人

数の確認は企業への働きかけがど

れだけできているのかを評価する

意味で重要であるが、このマッチ

P277
措 置

対応中

令和５年度において、

マッチングサイトの再構

築を実施することとして

いる。再構築により、こ

れまで把握できていなか

ったマッチングサイトの

活用状況（求人への応募

件数、流入経路等）が解

析可能となることで、事

業効果を高めることが期

待できる。

また、しずおか人材確

保サポートデスクの活動

令和５年

８月

労 働

雇 用

政策課



監査結果 措置の

実施状況

（区分）

措 置 の 内 容
方針決定予定時期

・完了予定時期
担当課

区分 内容
報告書の

該当ページ

ングサイトがどれだけ見られてい

るのかを確認し、アクセス数が低

調であれば、内容の見直しを検討

することも必要ではないかと考え

る。

状況については、掲載求

人数による効果測定を継

続していく。

意見

②静岡Ｕ・Ｉターン就職サポート

センターの学生の登録勧誘方法に

ついて

担当課は、静岡県出身者の多い

全国の大学約 250 校に、静岡Ｕ・

Ｉターン就職サポートセンターに

関連する紙媒体の郵送と電子媒体

の配付を行っているが、新規登録

者（学生）の実績を見ると、あま

り当事者たちの目には届いていな

いように思われる。県から発信さ

れた情報が学生に届くまでには、

大学の取組状況や学生自身の自発

的な情報収集姿勢に委ねられるこ

とから、できるだけ県から学生た

ちに直接的に就職サポートセンタ

ーの案内が届くような体制が構築

されるのが望ましい。また、県外

に出てしまった後から就職サポー

トセンターの案内をするのではな

く、県内にいる間、つまり、高校

卒業前に数年後の就職活動のため

に登録しておくことを勧めた方が

効果的である。

この点、県では当事業以外に

「ふるさととつながる『ふじのく

にパスポート』事業費」の事業メ

ニューとして、高校卒業時に「ふ

じのくにパスポート」（カード）

とチラシを生徒に配付する取組を

行っている。「ふじのくにパスポ

ート」のチラシに就職サポートセ

ンターへの登録の案内も併記し、

高校卒業時に「ふじのくにパスポ

ート」のＬＩＮＥ・メルマガ登録

と併せて、就職サポートセンター

への登録もしておくことを促すよ

うな働きかけは現実的かつ効率的

な方法として検討できるのではな

いかと考える。

P277,

278

措 置

対応中

高校卒業時に配付する

「ふじのくにパスポー

ト」のチラシに、静岡

Ｕ・Ｉターン就職サポー

トセンターに関する情報

を盛り込むこととし、早

期からの利用登録を促し

ていく。

令和６年

１月

労 働

雇 用

政策課


